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G-13 濃グリセリン・果糖注射液の算定について 

 

《令和 6 年 3 月 7 日新規》 

 

○ 取扱い 

 次の傷病名等に対する濃グリセリン・果糖注射液（グリセオール注等）

の算定は、原則として認められない。 

 ⑴ めまい症 

 ⑵ 感音難聴 

 ⑶ 突発性難聴 

 ⑷ 慢性透析施行時（透析不均衡症候群なし） 

 

○ 取扱いの根拠 

 濃グリセリン・果糖注射液（グリセオール注等）の添付文書の効能・効

果は以下のとおりであることより、上記傷病名に対する当該医薬品の算定

は、原則として認められないと判断した。 

 

＜グリセオール注の添付文書の効能・効果＞ 

 頭蓋内圧亢進、頭蓋内浮腫の治療 

 頭蓋内圧亢進、頭蓋内浮腫の改善による下記疾患に伴う意識障害、神経

障害、自覚症状の改善 

 脳梗塞（脳血栓、脳塞栓）、脳内出血、くも膜下出血、頭部外傷、脳腫瘍、

脳髄膜炎 

 脳外科手術後の後療法 

 脳外科手術時の脳容積縮小 

 眼内圧下降を必要とする場合 

 眼科手術時の眼容積縮小 

 


